
JP 2019-46108 A 2019.3.22

10

(57)【要約】
【課題】ユーザが興味を有する商品を好適に提示するこ
とが可能な管理装置を提供する。
【解決手段】集中管理サーバ１は、利用者端末３のユー
ザが指定した検索対象商品に対し、当該検索対象商品が
陳列されている棚に陳列されている他の商品の情報を示
す指定棚商品一覧画面を利用者端末３に表示させる。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品が陳列されている棚の情報を含む商品情報を記憶する記憶手段と、
　棚に関する情報を含む第１表示情報を表示端末に送信する第１送信手段と、
　前記表示端末から棚を指定する情報を受信した場合に、指定された棚に陳列された商品
に関する情報を含む第２表示情報を、前記商品情報に基づき生成する生成手段と、
　前記第２表示情報を前記表示端末に送信する第２送信手段と、
を有することを特徴とする管理装置。
【請求項２】
　前記表示端末から特定の商品に対する検索要求を受信する受信手段をさらに備え、
　前記第１送信手段は、前記検索要求があった商品が陳列されている棚の情報を含む表示
情報を、前記第１表示情報として前記表示端末に送信することを特徴とする請求項１に記
載の管理装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記指定された棚に陳列された商品を売上順に並べた商品一覧を表示
するための表示情報を、前記第２表示情報として生成することを特徴とする請求項１また
は２に記載の管理装置。
【請求項４】
　前記生成手段は、前記指定された棚に陳列された商品について、当該商品が刊行された
順又は前記指定された棚へ補充された順に並べた商品一覧を表示するための表示情報を、
前記第２表示情報として生成することを特徴とする請求項１または２に記載の管理装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記指定された棚に陳列された商品のうち、前記検索要求があった商
品の近傍に陳列された商品の一覧を表示するための表示情報を、前記第２表示情報として
生成することを特徴とする請求項２に記載の管理装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、商品の検索履歴及び購買履歴をさらに記憶し、
　前記生成手段は、前記検索履歴及び前記購買履歴に基づき、前記検索要求があった商品
の検索要求を実行した者が購買した商品を特定し、特定した商品の一覧を表示するための
表示情報を、前記第２表示情報として生成することを特徴とする請求項２に記載の管理装
置。
【請求項７】
　前記検索要求があった商品と共に、前記第２表示情報に基づき表示される商品の同時購
入があった場合、購入された個々の商品に対するポイントに加えて、前記同時購入に対す
るポイントを付与するポイント付与手段をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載
の管理装置。
【請求項８】
　前記記憶手段は、会員ごとに棚の情報及び宛先の情報が関連付けられた会員情報をさら
に記憶し、
　前記会員情報に関連付けられた棚に商品が追加された場合に、当該棚が関連付けられた
会員の宛先に対し、追加された商品に関する情報を送信する第３送信手段をさらに備える
ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の管理装置。
【請求項９】
　商品が陳列されている棚の情報を含む商品情報を記憶する記憶手段を有する管理装置が
実行する制御方法であって、
　棚に関する情報を含む第１表示情報を表示端末に送信する第１送信工程と、
　前記表示端末から棚を指定する情報を受信した場合に、指定された棚に陳列された商品
に関する情報を含む第２表示情報を、前記商品情報に基づき生成する生成工程と、
　前記第２表示情報を前記表示端末に送信する第２送信工程と、
を有することを特徴とする制御方法。
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【請求項１０】
　商品が陳列されている棚の情報を含む商品情報を記憶する記憶手段を有する管理装置の
コンピュータが実行するプログラムであって、
　棚に関する情報を含む第１表示情報を表示端末に送信する第１送信手段と、
　前記表示端末から棚を指定する情報を受信した場合に、指定された棚に陳列された商品
に関する情報を含む第２表示情報を、前記商品情報に基づき生成する生成手段と、
　前記第２表示情報を前記表示端末に送信する第２送信手段
として前記コンピュータを機能させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、書籍などの商品を表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ユーザが端末上で指定した商品の在庫検索を行うシステムが知られている。
例えば、特許文献１には、ユーザがお気に入りの商品を購入候補商品として登録し、登録
された購入候補商品の在庫数の閲覧や購入予約等を可能にする購入候補商品登録システム
が開示されている。また、特許文献２には、ユーザが指定した指定商品ごとに、立寄るの
に最適な店舗を検索して表示する検索装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－９９１９２号公報
【特許文献２】特開２００８－３９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　書籍などの商品は、実店舗において関連した商品が同一の棚に陳列されていることが多
く、来店したユーザが商品を選択しやすい陳列がなされている場合が多い。一方、従来の
在庫検索システムでは、指定した商品の取扱いのある店舗、在庫数、陳列棚などの情報を
端末上でユーザに提示することが可能であるが、実店舗に来店したときのように商品を選
ぶことができないといった問題があった。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、ユーザが興味を有
する商品を好適に提示することが可能な管理装置を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの観点では、管理装置は、商品が陳列されている棚の情報を含む商品情報
を記憶する記憶手段と、棚に関する情報を含む第１表示情報を表示端末に送信する第１送
信手段と、前記表示端末から棚を指定する情報を受信した場合に、指定された棚に陳列さ
れた商品に関する情報を含む第２表示情報を、前記商品情報に基づき生成する生成手段と
、前記第２表示情報を前記表示端末に送信する第２送信手段と、を有する。ここで、「商
品情報を記憶する」とは、各商品の商品情報のデータベースを記憶する態様に限られず、
必要な商品情報を他の装置から適宜受信して一時的に記憶する態様も含まれる。この態様
によれば、管理装置は、表示端末から棚を指定する情報を受信した場合に、指定された棚
に陳列された商品に関する情報を含む第２表示情報を生成して表示端末に送信することで
、指定された棚に陳列された商品の情報を好適に表示端末に表示させることができる。
【０００７】
　上記管理装置の一態様では、前記表示端末から特定の商品に対する検索要求を受信する
受信手段をさらに備え、前記第１送信手段は、前記検索要求があった商品が陳列されてい
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る棚の情報を含む表示情報を、前記第１表示情報として前記表示端末に送信する。この態
様により、管理装置は、ユーザが検索した商品が陳列されている棚に陳列された他の商品
の情報を好適にユーザに提示することができる。
【０００８】
　上記管理装置の他の一態様では、前記生成手段は、前記指定された棚に陳列された商品
を売上順に並べた商品一覧を表示するための表示情報を、前記第２表示情報として生成す
る。この態様により、管理装置は、指定された棚において売上が良好な商品を優先的にユ
ーザに提示して購買意欲を掻き立てることができる。
【０００９】
　上記管理装置の他の一態様では、前記生成手段は、前記指定された棚に陳列された商品
のうち、前記検索要求があった商品の近傍に陳列された商品の一覧を表示するための表示
情報を、前記第２表示情報として生成する。この態様により、管理装置は、実店舗での商
品選びと同様の臨場感によりユーザに商品を提示することができる。
【００１０】
　上記管理装置の他の一態様では、前記記憶手段は、商品の検索履歴及び購買履歴をさら
に記憶し、前記生成手段は、前記検索履歴及び前記購買履歴に基づき、前記検索要求があ
った商品の検索要求を実行した者が購買した商品を特定し、特定した商品の一覧を表示す
るための表示情報を、前記第２表示情報として生成する。この態様により、管理装置は、
同一の商品を検索した者が購入している商品を優先的に提示し、ユーザの購買意欲を好適
に掻き立てることができる。
【００１１】
　上記管理装置の他の一態様では、管理装置は、前記検索要求があった商品と共に、前記
第２表示情報に基づき表示される商品の同時購入があった場合、購入された個々の商品に
対するポイントに加えて、前記同時購入に対するポイントを付与するポイント付与手段を
さらに備える。この態様により、管理装置は、検索した商品と第２表示情報に基づき表示
される商品との同時購入のインセンティブを設けて同時購入を好適に促進させることがで
きる。
【００１２】
　上記管理装置の他の一態様では、前記記憶手段は、会員ごとに棚の情報及び宛先の情報
が関連付けられた会員情報をさらに記憶し、管理装置は、前記会員情報に関連付けられた
棚に商品が追加された場合に、当該棚が関連付けられた会員の宛先に対し、追加された商
品に関する情報を送信する第３送信手段をさらに備える。この態様によれば、管理装置は
、会員が事前登録した棚に新たな商品が追加された場合に、当該会員に対して新たな商品
の追加を通知して購買意欲を好適に掻き立てることができる。
【００１３】
　本発明の他の観点では、商品が陳列されている棚の情報を含む商品情報を記憶する記憶
手段を有する管理装置が実行する制御方法であって、棚に関する情報を含む第１表示情報
を表示端末に送信する第１送信工程と、前記表示端末から棚を指定する情報を受信した場
合に、指定された棚に陳列された商品に関する情報を含む第２表示情報を、前記商品情報
に基づき生成する生成工程と、前記第２表示情報を前記表示端末に送信する第２送信工程
と、を有することを特徴とする。管理装置は、この制御方法を実行することで、指定され
た棚に陳列された商品の情報を好適に表示端末に表示させることができる。
【００１４】
　本発明のさらに別の観点では、商品が陳列されている棚の情報を含む商品情報を記憶す
る記憶手段を有する管理装置のコンピュータが実行するプログラムであって、棚に関する
情報を含む第１表示情報を表示端末に送信する第１送信手段と、前記表示端末から棚を指
定する情報を受信した場合に、指定された棚に陳列された商品に関する情報を含む第２表
示情報を、前記商品情報に基づき生成する生成手段と、前記第２表示情報を前記表示端末
に送信する第２送信手段として前記コンピュータを機能させる。コンピュータは、このプ
ログラムを実行することで、指定された棚に陳列された商品の情報を好適に表示端末に表
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示させることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る管理装置によれば、表示端末から棚を指定する情報を受信した場合に、指
定された棚に陳列された商品に関する情報を含む第２表示情報を生成して表示端末に送信
することで、指定された棚に陳列された商品の情報を表示端末のユーザに好適に提示する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態に係る表示システムの構成を示す。
【図２】集中管理サーバのブロック図を示す。
【図３】利用者端末のブロック図を示す。
【図４】会員情報のデータ構造を示す。
【図５】商品情報のデータ構造を示す。
【図６】店舗情報のデータ構造を示す。
【図７】指定棚商品一覧画面の表示処理の手順を示すフローチャートである。
【図８】お気に入り棚一覧画面から指定棚商品一覧画面を表示する処理手順を示すフロー
チャートである。
【図９】棚関連商品のプッシュ通知の処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】近隣店舗一覧画面の表示例である。
【図１１】指定棚商品一覧画面の第１表示例を示す。
【図１２】指定棚商品一覧画面の第２表示例を示す。
【図１３】指定棚商品一覧画面の第３表示例を示す。
【図１４】指定棚商品一覧画面の第４表示例を示す。
【図１５】指定棚商品一覧画面の第５表示例を示す。
【図１６】変形例に係る指定棚商品一覧画面の表示例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明を実施するのに好適な実施形態について説明する。
【００１８】
　［表示システムの構成］
　図１は、本実施形態に係る表示システム１００の構成を示す。表示システム１００は、
電子商取引の対象となる書籍などの商品の情報を表示するシステムであって、ユーザが在
庫検索した商品と同一棚に陳列された商品の情報を好適に表示する。表示システム１００
は、主に、集中管理サーバ１と、各ユーザが使用する利用者端末３とを有する。集中管理
サーバ１と各利用者端末３とは、それぞれ、インターネットなどの通信網２を介してデー
タ通信を行う。
【００１９】
　集中管理サーバ１は、書籍などの商品の販売者が管理するウェブサーバであり、利用者
端末３と通信を行うことで、利用者端末３からの要求に基づき、販売対象となる商品の情
報を表示するための表示情報を利用者端末３に送信する。本実施例では、集中管理サーバ
１は、販売者が管轄する各店舗の店舗端末（ＰＯＳ端末）等と通信を行うことで、各店舗
の在庫状況を管理する。そして、集中管理サーバ１は、利用者端末３の要求に基づき、当
該利用者端末３のユーザが指定した商品を取り扱っている店舗及び陳列棚等を検索し、そ
の検索結果を示す画面の表示情報を利用者端末３へ送信する。集中管理サーバ１は、本発
明における「管理装置」の一例である。
【００２０】
　利用者端末３は、例えばスマートフォンなどの通信端末であり、図１の例では、タッチ
パネルが積層されたディスプレイを有する。利用者端末３は、集中管理サーバ１から受信
する表示情報に基づき商品に関する画面を表示したり、電子商取引に必要な情報の授受を
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集中管理サーバ１と行ったりする。なお、利用者端末３は、図１に示すタブレット型の端
末に限定されず、デスクトップパソコンやノートパソコン等の通信可能な種々の形態の端
末であってもよい。利用者端末３は、本発明における「表示端末」の一例である。
【００２１】
　［集中管理サーバの構成］
　図２は、集中管理サーバ１のブロック図である。集中管理サーバ１は、主に、ディスプ
レイなどの表示部１１と、マウスやキーボードなどの入力部１２と、記憶部１３と、デー
タ通信を行う通信部１４と、メディア（記憶媒体）に対するデータの入出力を行うメディ
ア入出力部１５と、周辺機器とのインターフェース動作を行う周辺機器Ｉ／Ｆ部１６と、
制御部１８とを備える。これらの各要素は、バスライン１０を介して相互に接続されてい
る。
【００２２】
　記憶部１３は、ハードディスク又はフラッシュメモリといったメモリによって構成され
る。記憶部１３は、制御部１８が実行するプログラム、及び、制御部１８がプログラムを
実行することで所定の処理を実行するのに必要な情報を記憶する。本実施形態では、記憶
部１３は、会員情報ＤＢ（Ｄａｔａｂａｓｅ）１３１と、商品情報ＤＢ１３２と、店舗情
報ＤＢ１３３とを有する。これらのデータ構造については［データ構造］のセクションで
説明する。
【００２３】
　制御部１８は、図示しないＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などを備え、集中管理サーバ１内の各構成要素に対して種々の制御
を行う。例えば、制御部１５は、会員情報ＤＢ１３１、商品情報ＤＢ１３２及び店舗情報
ＤＢ１３３に基づく種々の表示画面の表示情報を生成し、生成した表示情報を通信部１４
により利用者端末３へ送信する。制御部１８は、本発明における「第１送信手段」、「生
成手段」、「第２送信手段」、「第３送信手段」、「受信手段」、「ポイント付与手段」
及び本発明におけるプログラムを実行する「コンピュータ」として機能する。
【００２４】
　［利用者端末の構成］
　図３は、利用者端末３のブロック図である。利用者端末３は、ディスプレイなどの表示
部３１と、タッチパネルなどの入力部３２と、記憶部３３と、データ通信を行う通信部３
４と、メディア（記憶媒体）に対するデータの入出力を行うメディア入出力部３５と、周
辺機器とのインターフェース動作を行う周辺機器Ｉ／Ｆ部３６と、現在位置情報を生成す
るＧＰＳ受信機３７と、制御部３８とを備える。これらの各要素は、バスライン３０を介
して相互に接続されている。
【００２５】
　記憶部３３は、ハードディスク又はフラッシュメモリといったメモリによって構成され
る。また、記憶部３３は、制御部３８が実行するプログラムを記憶する。
【００２６】
　制御部３８は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭなどを備え、利用者端末３内の各
構成要素に対して種々の制御を行う。例えば、制御部３８は、サーバ装置１から受信する
表示情報に基づき、種々の画面をディスプレイ４１に表示する。これらの画面例について
は、［表示例］のセクションで詳しく説明する。
【００２７】
　［データ構造］
　次に、集中管理サーバ１が記憶する会員情報ＤＢ１３１、商品情報ＤＢ１３２及び店舗
情報ＤＢ１３３のデータ構造の具体例について、図４～図６を参照して説明する。
【００２８】
　（１）会員情報ＤＢ
　図４は、会員情報ＤＢ１３１のデータ構造の一例である。図４の例では、会員登録が行
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われたユーザごとに、「ユーザＩＤ」、「ユーザ名」、「登録アドレス」、「検索履歴」
、「購買履歴」、「ポイント」、「お気に入り棚」、「住所」、「現在位置情報」、「年
齢」、「性別」などの各項目が関連付けられている。
【００２９】
　「ユーザＩＤ」には、会員登録時に対象のユーザに付与した識別情報であるユーザＩＤ
が記録されている。「ユーザ名」には、対象のユーザの氏名が記録されている。「登録ア
ドレス」には、対象のユーザに新商品のお知らせなどを通知するための宛先を示すアドレ
ス情報（例えば利用者端末３が受信可能なメールアドレス等）が記録されている。
【００３０】
　「検索履歴」には、対象のユーザが商品の検索を行い当該商品の詳細（個別）画面を表
示させた日時である検索日時と当該商品の商品ＩＤの組が記録されている。同様に、「購
買履歴」には、対象のユーザが特定の商品を電子商取引により又は実店舗において購入し
た日時である購入日時と購入商品の商品ＩＤの組が記録されている。集中管理サーバ１は
、例えば、検索履歴に記録された検索日時から所定時間（例えば２４時間）以内に購入さ
れた商品に対する購入履歴を、当該検索履歴に対応付けて記録する。なお、集中管理サー
バ１は、電子商取引に基づく購買履歴に加え、実店舗での購入に基づく購買履歴について
も会員情報ＤＢ１３１に登録するとよい。この場合、例えば、集中管理サーバ１は、購買
者の会員カードからユーザＩＤを読取った店舗のＰＯＳ端末から送信される購買情報に基
づき、購買履歴を生成する。この場合、上述の購買情報には、ユーザＩＤの他、購入商品
の商品ＩＤ及び購入日時等の情報が含まれる。
【００３１】
　「ポイント」は、対象のユーザが購入などの特定の行動に対して付与されたポイント残
高を示す。「お気に入り棚」は、対象のユーザがお気に入りとして登録した特定の実店舗
内の棚を示す。図４の例では、「お気に入り棚」には、実店舗の店舗ＩＤ「Ｓ０１」、「
Ｓ１１」等と棚の識別番号（棚番号）「Ａ」、「Ｂ」、「Ｅ」、「Ｆ」、「Ｇ」等とがハ
イフン「－」により結合された番号が記録されている。「住所」、「年齢」、「性別」に
は、対象のユーザが会員登録などを行った際に入力された住所、年齢、性別がそれぞれ記
録されている。なお、「住所」、「年齢」、「性別」以外の任意のユーザの属性が会員情
報ＤＢ１３１の項目として含まれていてもよい。「現在位置情報」には、対象のユーザが
所有する利用者端末３から送信される現在位置情報が記録される。
【００３２】
　なお、検索履歴及び購買履歴は、会員情報ＤＢ１３１とは別のデータベースとして構成
されてもよい。この場合、検索履歴及び購買履歴は、ユーザＩＤに紐付けられてもよく、
年齢や性別などの特定の属性情報に紐付けられてもよい。
【００３３】
　（２）商品情報ＤＢ
　図５は、商品情報ＤＢ１３２のデータ構造の一例である。図５の例では、商品と当該商
品を扱う店舗の組合せごとに、「商品名」、「店舗ＩＤ」、「商品ＩＤ」、「棚番号」、
「棚行番号」、「棚列番号」、「補充時間」、「刊行日」、「値段（円）」、「在庫数」
、「売上数」などの各項目が関連付けられている。
【００３４】
　ここで、「棚番号」には、各店舗で対象の商品が陳列されている棚の識別番号が登録さ
れており、「棚行番号」、「棚列番号」には、それぞれ、対象の商品が陳列されている棚
の棚番号とその棚内での行番号又は列番号とがハイフンにより繋がれた識別番号が記録さ
れている。
【００３５】
　なお、棚番号、棚行番号、棚列番号に関する情報は、各店舗での店員の手入力に基づき
収集されてもよく、手入力によらずに自動収集されてもよい。後者の場合、例えば、各棚
の各行の各列には、商品に取り付けられたＩＣタグから商品ＩＤ等を近距離無線通信によ
り読取り可能なリーダライタが設置されており、当該リーダライタの送信情報を各店舗の
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端末を介して集中管理サーバ１が受信することで上述の情報を収集する。上述の送信情報
には、例えば、送信元のリーダライタが読取った商品ＩＤに加え、送信元のリーダライタ
が設置された棚番号、棚行番号及び棚列番号の組、又はこれらを識別するための情報（例
えばリーダライタの識別情報）が含まれている。なお、上述の送信情報にリーダライタの
識別情報が含まれている場合、集中管理サーバ１又は店舗端末は、例えば、リーダライタ
の識別情報から棚行番号及び棚列番号に変換するテーブルを予め記憶し、当該テーブルを
参照することで、商品の棚番号、棚行番号及び棚列番号を特定する。
【００３６】
　「補充時間」には、対象の商品が最後に棚に追加（補充）された日時情報が記録されて
いる。「在庫数」には、対象の商品が対象の店舗で管理されている在庫数が記録されてい
る。「売上数」には、対象の商品が対象の店舗で売り上げられた売上数が記録されている
。なお、商品情報ＤＢ１３２に記録される各レコードは、本発明における「商品情報」の
一例である。
【００３７】
　（３）店舗情報ＤＢ
　図６は、店舗情報ＤＢ１３３のデータ構造の一例である。図６の例では、存在する実店
舗ごとに、「店舗ＩＤ」、「住所」、「座標」の各項目が関連付けられている。ここで、
「座標」には、対象の店舗が存在する位置の緯度及び経度が登録されている。これらの緯
度経度の座標情報は、ユーザが指定した商品の在庫を有する近隣店舗を検索する在庫検索
処理において用いられる。
【００３８】
　［処理フロー］
　次に、棚に基づく関連商品の表示及び通知に関する処理フローについて説明する。
【００３９】
　（１）指定棚商品一覧画面の表示
　図７は、利用者端末３により指定された棚に陳列された商品の一覧画面（「指定棚商品
一覧画面」とも呼ぶ。）を表示する処理の手順を示すフローチャートである。図７のフロ
ーチャートでは、集中管理サーバ１は、特定商品の在庫検索により表示される店舗の一覧
画面において特定の店舗の棚番号がユーザにより指定された場合に、指定された棚に対応
する指定棚商品一覧画面を利用者端末３に表示させる。
【００４０】
　まず、利用者端末３は、集中管理サーバ１から受信した表示情報に基づき、商品の検索
画面を表示し、当該検索画面の所定の入力欄において商品検索のためのキーワード等の入
力を受け付ける（ステップＳ１０１）。そして、利用者端末３は、ステップＳ１０１で受
け付けたキーワード等を指定した商品の検索要求を集中管理サーバ１に対して送信する（
ステップＳ１０２）。この場合、集中管理サーバ１は、利用者端末３からの検索要求を受
信後、指定されたキーワード等に基づく商品検索を行う（ステップＳ１０３）。そして、
集中管理サーバ１は、検索した商品の一覧を表示するための表示情報を、利用者端末３に
対して送信する（ステップＳ１０４）。そして、利用者端末３は、集中管理サーバ１から
受信した表示情報に基づき、指定したキーワード等に関連する商品の一覧画面（「商品一
覧画面」とも呼ぶ。）を表示する（ステップＳ１０５）。
【００４１】
　次に、利用者端末３は、商品一覧画面に表示された商品のうち、任意の商品に対する在
庫検索を指示するユーザ入力があるか否か判定する（ステップＳ１０６）。そして、利用
者端末３は、在庫検索を行う商品（「検索対象商品」とも呼ぶ。）を指定するユーザ入力
があったと判断した場合（ステップＳ１０６；Ｙｅｓ）、検索対象商品に対する在庫検索
要求を集中管理サーバ１に対して送信する（ステップＳ１０７）。この場合、利用者端末
３は、例えば、ＧＰＳ受信機３７が出力する現在位置情報とユーザが指定した商品の商品
ＩＤを含む在庫検索要求を集中管理サーバ１に対して送信する。
【００４２】
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　集中管理サーバ１は、在庫検索要求の受信後、検索対象商品の在庫がある近隣店舗及び
棚番号を検索する（ステップＳ１０８）。この場合、集中管理サーバ１は、例えば、商品
情報ＤＢ１３２を参照することで、指定された商品に対する在庫数が１以上となる店舗Ｉ
Ｄ及び検索対象商品が陳列された棚番号等を特定する。さらに、集中管理サーバ１は、店
舗情報ＤＢ１３３に記録された緯度経度の座標を参照し、在庫検索要求に含まれる現在位
置情報が示す位置との距離が近い所定個数分の店舗を近隣店舗として抽出し、抽出した店
舗の店舗ＩＤ及び棚番号等を検索結果として出力する。そして、集中管理サーバ１は、検
索結果に基づき、検索対象商品の在庫がある近隣店舗に関する表示情報を生成し、当該表
示情報を利用者端末３へ送信する（ステップＳ１０９）。ステップＳ１０９で送信される
表示情報は、本発明における「第１表示情報」の一例である。
【００４３】
　そして、利用者端末３は、ステップＳ１０９で集中管理サーバ１から送信された表示情
報の受信後、当該表示情報に基づき、検索対象商品の在庫がある近隣店舗に関する情報を
表示した近隣店舗一覧画面を表示する（ステップＳ１１０）。近隣店舗一覧画面には、後
述する図１０に示すように、利用者端末３の現在位置に近い店舗情報の一覧が表示され、
各店舗情報には、検索対象商品が陳列された棚番号がハイパーリングなどにより選択可能
に含まれている。
【００４４】
　そして、利用者端末３は、近隣店舗一覧画面で表示された店舗のうち、特定の店舗の棚
がユーザ入力により指定されたか否か判定する（ステップＳ１１１）。そして、利用者端
末３は、近隣店舗一覧画面で表示された店舗のうち、特定の店舗の棚がユーザ入力により
指定された場合（ステップＳ１１１；Ｙｅｓ）、指定された棚に陳列された商品に関する
表示要求を集中管理サーバ１に対して送信する（ステップＳ１１２）。この場合、例えば
、利用者端末３は、指定された棚が存在する店舗の店舗ＩＤ及び指定された棚の棚番号を
含む表示要求を送信する。
【００４５】
　集中管理サーバ１は、ステップＳ１１２で利用者端末３が送信した表示要求を受信した
場合、当該表示要求において指定された棚に陳列された商品として表示する商品を選定す
る（ステップＳ１１３）。例えば、集中管理サーバ１は、商品情報ＤＢ１３２を参照し、
表示要求で指定された店舗ＩＤ及び棚番号と同一の店舗ＩＤ及び棚番号が関連付けられた
商品を抽出後、抽出した商品から所定の規則に基づき表示すべき商品を選定する。この選
定方法については、[表示例]のセクションで詳しく説明する。そして、集中管理サーバ１
は、ステップＳ１１３で選定した商品の一覧を表示するための表示情報を生成し、当該表
示情報を利用者端末３へ送信する（ステップＳ１１４）。ステップＳ１１４で送信される
表示情報は、本発明における「第２表示情報」の一例である。
【００４６】
　そして、利用者端末３は、ステップＳ１１４で集中管理サーバ１が送信した表示情報の
受信後、当該表示情報に基づき、指定棚商品一覧画面を表示する（ステップＳ１１５）。
指定棚商品一覧画面では、後述するように、ユーザが指定した棚に陳列された複数の商品
の情報が提示されている。このように、集中管理サーバ１は、ユーザが指定した商品と同
一の陳列棚の商品をユーザに提示することで、実店舗での購入と同様に、同一棚に陳列さ
れた商品を好適にユーザに比較検討させ、利便性を向上させると共に購買意欲を掻き立て
ることができる。
【００４７】
　その後、利用者端末３は、指定棚商品一覧画面において特定の商品が指定された場合に
は、当該商品に関する表示要求を集中管理サーバ１に送信し、集中管理サーバ１から受信
する表示情報に基づき、指定された商品の商品画面を表示する。さらに、利用者端末３は
、商品画面において購入を指示するユーザ入力を検知した場合には、電子商取引による購
入処理に必要なデータ通信を集中管理サーバ１と行う。
【００４８】



(10) JP 2019-46108 A 2019.3.22

10

20

30

40

50

　図８は、会員情報ＤＢ１３１に登録されたお気に入り棚の一覧を表示する画面（「お気
に入り棚一覧画面」とも呼ぶ。）から指定棚商品一覧画面を表示する処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【００４９】
　まず、利用者端末３は、所定のユーザ入力に基づきお気に入り棚一覧画面の表示要求を
集中管理サーバ１へ送信し、その応答として集中管理サーバ１から受信する表示情報に基
づき、お気に入り棚一覧画面を表示する（ステップＳ２０１）。この場合、集中管理サー
バ１は、例えば、表示要求があった利用者端末３のユーザに対応する会員情報ＤＢ１３１
のお気に入り棚の情報を参照することで、事前にユーザが登録したお気に入り棚及び当該
棚が存在する店舗を表示した一覧を、お気に入り棚一覧画面として利用者端末３に表示さ
せる。この場合、お気に入り棚一覧画面の表示情報は、本発明における「第１表示情報」
の一例である。
【００５０】
　そして、利用者端末３は、お気に入り棚一覧画面において、棚を指定するユーザ入力が
あったか否か判定する（ステップＳ２０２）。そして、利用者端末３は、棚を指定するユ
ーザ入力があった場合（ステップＳ２０２；Ｙｅｓ）、指定された棚に陳列された商品に
関する表示要求を集中管理サーバ１に対して送信する（ステップＳ２０３）。そして、集
中管理サーバ１は、利用者端末３が送信した表示要求を受信した場合、当該表示要求にお
いて指定された棚に陳列された商品として表示する商品を前述のステップＳ１１３と同様
の処理により選定する（ステップＳ２０４）。そして、集中管理サーバ１は、選定した商
品の一覧を表示するための表示情報を生成し、当該表示情報を利用者端末３へ送信する（
ステップＳ２０５）。そして、利用者端末３は、ステップＳ２０５で集中管理サーバ１が
送信した表示情報の受信後、当該表示情報に基づき、指定棚商品一覧画面を表示する（ス
テップＳ２０６）。なお、ステップＳ２０５で送信される表示情報は、本発明における「
第２表示情報」の一例である。
【００５１】
　（２）棚関連商品のプッシュ通知
　図９は、お気に入り棚としてユーザが登録した棚に新たな商品が陳列された場合に当該
商品の存在をユーザにプッシュ通知（即ち自動通知）する処理の手順を示すフローチャー
トである。集中管理サーバ１は、図９のフローチャートの処理を繰り返し実行する。
【００５２】
　まず、集中管理サーバ１は、商品情報ＤＢ１３２の更新があったか否か判定する（ステ
ップＳ３０１）。そして、集中管理サーバ１は、商品情報ＤＢ１３２の更新があったと判
断した場合（ステップＳ３０１；Ｙｅｓ）、陳列商品が追加された棚が存在するか否か判
定する（ステップＳ３０２）。例えば、集中管理サーバ１は、商品情報ＤＢ１３２に新た
なレコードが追加された場合、当該レコードの「店舗ＩＤ」が示す店舗において「棚番号
」が示す棚に商品が新たに陳列されたと判断し、陳列商品が追加された棚が存在するとみ
なす。なお、集中管理サーバ１は、「在庫数」が０のレコードについて「在庫数」が１以
上に変更された場合も同様に、陳列商品が追加された棚が存在するとみなしてもよい。
【００５３】
　そして、集中管理サーバ１は、会員情報ＤＢ１３１を参照し、陳列商品が追加された棚
をお気に入り棚として登録しているユーザが存在するか否か判定する（ステップＳ３０３
）。そして、集中管理サーバ１は、陳列商品が追加された棚をお気に入り棚として登録し
ているユーザが存在する場合（ステップＳ３０３；Ｙｅｓ）、当該ユーザの利用者端末３
に対し、お気に入り棚への商品追加に関する情報を送信する（ステップＳ３０４）。例え
ば、集中管理サーバ１は、追加された商品のタイトルなどの商品情報を含む表示情報を、
会員情報ＤＢ１３１に記録された通知対象のユーザの登録アドレスを指定して送信する。
これにより、集中管理サーバ１は、お気に入り棚への商品の追加又は補充をユーザに好適
に通知し、商品購買意欲を好適に掻き立てることができる。
【００５４】
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　[表示例]
　次に、棚に基づく関連商品の表示に関する表示例について図１０～図１５を参照して説
明する。
【００５５】
　（１）近隣店舗一覧画面
　図１０は、図７のステップＳ１１０で利用者端末３が表示する近隣店舗一覧画面の表示
例である。図１０の例では、利用者端末３は、ステップＳ１０６において商品「ＸＸとＹ
Ｙ」に関する在庫検索指示を検知し、現在位置情報を含む在庫検索要求を集中管理サーバ
１へ送信することで、集中管理サーバ１から表示情報を受信し、図１０に示す近隣店舗一
覧画面を表示している。
【００５６】
　図１０に示すように、集中管理サーバ１は、近隣店舗一覧画面上に、指定された商品「
ＸＸとＹＹ」に関する商品情報５１と、当該商品の在庫がある書店「○×書店」、「△□
書店」に関する店舗情報５２、５３とを利用者端末３に表示させている。ここで、集中管
理サーバ１は、在庫検索要求に含まれる利用者端末３の現在位置情報に基づき、利用者端
末３の現在位置に近い店舗から順に店舗情報を利用者端末３に表示させている。ここで、
各店舗情報５２、５３には、それぞれ、指定された商品「ＸＸとＹＹ」が陳列された棚及
び当該棚内の列を示す棚列番号「Ａ－０４」、「Ｂ－０５」が含まれており、棚列番号「
Ａ－０４」、「Ｂ－０５」には、それぞれ、指定棚商品一覧画面を表示するためのハイパ
ーリンク５４、５５が設けられている。
【００５７】
　（２）指定棚商品一覧画面
　次に、指定棚商品一覧画面の表示例（第１表示例～第５表示例）について説明する。
【００５８】
　図１１は、指定棚商品一覧画面の第１表示例を示す。第１表示例では、利用者端末３は
、図１０の近隣店舗一覧画面において棚列番号「Ａ－０４」に設けられたハイパーリング
５４を選択するユーザ入力を図７のステップＳ１１１において検知し、店舗ＩＤ「Ｓ０１
」である「○×書店」の棚Ａに陳列された商品の表示要求をステップＳ１１２に基づき集
中管理サーバ１に対して送信する。そして、集中管理サーバ１は、利用者端末３から受信
した指定棚商品一覧画面の表示要求に基づき、「○×書店」の棚Ａの陳列商品として表示
する商品を、商品情報ＤＢ１３２を参照して選定し（ステップＳ１１３参照）、図１１に
示す指定棚商品一覧画面の表示情報を利用者端末３に対して送信する（ステップＳ１１４
参照）。
【００５９】
　ここで、第１表示例では、集中管理サーバ１は、指定された「○×書店」の棚Ａの陳列
商品を商品情報ＤＢ１３２から特定後、特定した商品から表示する商品を無作為に所定個
数（図１１では１２個）だけ抽出し、抽出した商品を指定棚商品一覧画面に表示させてい
る。
【００６０】
　なお、図１１の例では、集中管理サーバ１は、棚番号のみを考慮して表示する商品を決
定したが、これに代えて、棚の列番号又は／及び行番号をさらに考慮して表示する商品を
決定してもよい。例えば、集中管理サーバ１は、検索対象商品「ＸＸとＹＹ」が「○×書
店」の棚Ａの第０４列に陳列されていることから、「○×書店」の棚Ａの第０４列に陳列
されている商品を無作為に抽出して指定棚商品一覧画面に表示させてもよい。他の例では
、集中管理サーバ１は、商品情報ＤＢ１３２を参照し、検索対象商品「ＸＸとＹＹ」が「
○×書店」の棚Ａの第０４列かつ第０２行に陳列されていることを認識し、「○×書店」
の棚Ａの第０４列かつ第０２行に陳列されている商品を無作為に抽出して指定棚商品一覧
画面に表示させてもよい。この場合、集中管理サーバ１は、表示する商品を決定する際の
棚の列番号又は／及び行番号の考慮の要否を、ユーザの入力情報又は予めユーザごとに記
憶された設定情報に基づき決定してもよい。この場合、利用者端末３は、上述の要否の情
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報を、指定棚商品一覧画面の表示要求に含めて集中管理サーバ１に送信する。後述する第
２表示例、第４表示例及び第５表示例においても同様に、集中管理サーバ１は、棚の列番
号又は／及び行番号を考慮して表示する商品を決定してもよい。
【００６１】
　図１２は、指定棚商品一覧画面の第２表示例を示す。第２表示例では、集中管理サーバ
１は、指定された棚の陳列商品を売上順に並べて表示した指定棚商品一覧画面を、利用者
端末３に表示させている。
【００６２】
　第２表示例では、集中管理サーバ１は、第１表示例と同様、「○×書店」の棚Ａに陳列
された商品の表示要求を利用者端末３から受信し、当該表示要求において指定された「○
×書店」の棚Ａの陳列商品を商品情報ＤＢ１３２から特定する。そして、集中管理サーバ
１は、特定した棚Ａの陳列商品の「売上数」を参照することで、「○×書店」の棚Ａの陳
列商品の「○×書店」での売上順を認識する。そして、集中管理サーバ１は、認識した売
上順に基づき指定棚商品一覧画面の表示情報を生成し、利用者端末３へ表示情報を送信す
る。
【００６３】
　第２表示例によれば、集中管理サーバ１は、ユーザが興味を有する商品と同一棚に陳列
された商品のうち人気が高い商品を積極的に提示し、ユーザの購買意欲を好適に掻き立て
ることができる。なお、集中管理サーバ１は、売上数に基づき表示商品の表示順を決定す
るのに代えて、商品情報ＤＢ１３２に登録されている刊行日、補充時間、値段、在庫数等
のいずれかの項目に基づき表示商品の表示順を決定してもよい。
【００６４】
　図１３は、指定棚商品一覧画面の第３表示例を示す。第３表示例では、集中管理サーバ
１は、検索対象商品と同一の棚の近傍に陳列された商品を利用者端末３に表示させる。具
体的に、図１３の例では、集中管理サーバ１は、検索対象商品「ＸＸとＹＹ」が陳列され
ている行（第０２行）とその上下の行（第０１行及び第０３行）の陳列商品を利用者端末
３に表示させている。
【００６５】
　この場合、集中管理サーバ１は、第１及び第２表示例と同様、「○×書店」の棚Ａに陳
列された商品の表示要求を利用者端末３から受信し、当該表示要求において指定された「
○×書店」の棚Ａの陳列商品を商品情報ＤＢ１３２から特定する。そして、集中管理サー
バ１は、検索対象商品「ＸＸとＹＹ」の棚行番号「Ａ－０２」を商品情報ＤＢ１３２から
参照し、棚行番号が同一の商品（例えば「ＵＵとＲＲ」）及び１だけずれた棚行番号「Ａ
－０１」、「Ａ－０３」の商品（例えば「ＺＺとＶＶ」）を抽出し、指定棚商品一覧画面
上に表示させる。図１３の例では、集中管理サーバ１は、表示する商品が実店舗と同様の
位置関係となるように、対象となる商品「ＸＸとＹＹ」と同一の棚行番号となる商品（例
えば「ＵＵとＲＲ」）を中段、実店舗において商品「ＸＸとＹＹ」より１つ上の行（ここ
では「Ａ－０１」）に陳列される商品を上段、実店舗において商品「ＸＸとＹＹ」より１
つ下の行（ここでは「Ａ－０３」）に陳列される商品（例えば「ＺＺとＶＶ」）を下段に
それぞれ表示している。
【００６６】
　第３表示例によれば、集中管理サーバ１は、ユーザが興味を有する商品の近傍に陳列さ
れた商品を積極的に提示し、実店舗で行うような同一棚での商品比較をユーザに好適に実
行させることができる。なお、集中管理サーバ１は、検索対象商品と同一行及び上下行の
陳列商品を指定棚商品一覧画面に表示させる代わりに、検索対象商品と同一列及び左右列
の陳列商品を指定棚商品一覧画面に表示させてもよい。他の例では、集中管理サーバ１は
、検索対象商品と同一行または上下行に陳列され、かつ、検索対象商品と同一列及び左右
列に陳列された商品を指定棚商品一覧画面に表示させてもよい。
【００６７】
　図１４は、指定棚商品一覧画面の第４表示例を示す。第４表示例では、利用者端末３は
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、ユーザが指定した棚の商品情報を縦に並べた指定棚商品一覧画面を表示している。
【００６８】
　この例では、利用者端末３は、図８のステップＳ２０１に基づきお気に入り棚一覧画面
の表示後、特定の棚（「○×書店」の棚Ａ）が指定されたことをステップＳ２０２におい
て検知し、指定棚商品一覧画面の表示要求を集中管理サーバ１へ送信する。この場合、集
中管理サーバ１は、利用者端末３から受信する表示要求に基づき、「○×書店」の棚Ａに
陳列された商品の一覧を図２の商品情報ＤＢ１３２を参照して生成し（ステップＳ２０４
参照）、図１４に示す指定棚商品一覧画面の表示情報を利用者端末３に対して送信する（
ステップＳ２０５参照）。この例では、集中管理サーバ１は、「○×書店」の棚Ａに陳列
された商品のタイトルや商品説明などの商品情報６１～６４を縦に並べた指定棚商品一覧
画面を利用者端末３に表示させている。また、図１４の指定棚商品一覧画面には、商品情
報の表示順を指定するためのプルダウンメニュー６０が設けられており、ユーザが任意の
表示順（例えば売上順、刊行日順、補充時間順、在庫数順等）を指定することが可能とな
っている。第４表示例によれば、集中管理サーバ１は、お気に入り棚に陳列された商品の
情報を好適に確認することができる。
【００６９】
　図１５は、指定棚商品一覧画面の第５表示例を示す。第５表示例では、利用者端末３は
、ユーザが指定した棚の商品の背表紙の画像を複数行に渡って並べて表示している。
【００７０】
　この例では、利用者端末３は、お気に入り棚一覧画面において「○×書店」の棚Ａが指
定されたことを検知し、指定棚商品一覧画面の表示要求を集中管理サーバ１へ送信してい
る。そして、集中管理サーバ１は、「○×書店」の棚Ａに陳列された商品の背表紙の画像
を図５の商品情報ＤＢ１３２を参照して生成し、「○×書店」の棚Ａに陳列された商品の
背表紙の画像（例えば商品タイトルを含む縦長画像）を並べた指定棚商品一覧画面を利用
者端末３に表示させている。この場合、集中管理サーバ１は、背表紙画像のデータベース
等を利用可能である場合には、当該データベースを参照して所望の商品の背表紙画像を取
得してもよい。
【００７１】
　また、好適には、集中管理サーバ１は、第３表示例と同様、商品情報ＤＢ１３２に記録
された棚行番号又は棚列番号に基づき、実店舗での棚内の商品配列と整合するように商品
の表示位置を決定してもよい。図１５の例では、集中管理サーバ１は、表示する商品が実
店舗と同様の位置関係となるように、棚行番号が同一（「Ａ－０２」）の商品「ＸＸとＹ
Ｙ」、「ＵＵとＲＲ」を同一行に表示し、１つ下の行を示す棚行番号「Ａ－０３」の商品
「ＺＺとＶＶ」を１つ下の行に表示している。
【００７２】
　ここで、各商品の背表紙画像は選択可能となっており、利用者端末３は、ユーザ入力に
より指定された背表紙画像に対応する商品の商品画面を、集中管理サーバ１から送信され
る表示情報に基づき表示する。さらに、図１５では、利用者端末３は、棚内における利用
者端末３の表示範囲の移動及び拡縮等を指示するユーザ入力を受け付けるとよい。
【００７３】
　第５表示例によれば、集中管理サーバ１は、実店舗と同様に背表紙から商品を選択する
ことができ、実店舗に来店しているときと同様の臨場感により商品の選択等を行うことが
できる。
【００７４】
　なお、集中管理サーバ１は、図７のフローチャートに基づき近隣店舗一覧画面から指定
棚商品一覧画面を表示させた場合であっても、第４表示例及び第５表示例と同様の指定棚
商品一覧画面を表示させてもよい。同様に、集中管理サーバ１は、図８のフローチャート
に基づきお気に入り棚一覧画面から指定棚商品一覧画面を表示する場合であっても、第１
～第３表示例と同様の指定棚商品一覧画面を表示させてもよい。また、集中管理サーバ１
は、ユーザが選択した表示レイアウト（例えば第１～第５表示例のいずれかの表示レイア
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ウト）に基づく指定棚商品一覧画面の表示情報を生成し、ユーザが選択した表示レイアウ
トとなる指定棚商品一覧画面を利用者端末３に表示させてもよい。この場合、例えば、利
用者端末３は、ユーザが指定する指定棚商品一覧画面の表示レイアウトを、ユーザの入力
情報又は予め記憶した設定情報に基づき認識し、表示レイアウトに関する情報を指定棚商
品一覧画面の表示要求に含めて集中管理サーバ１に送信してもよい。
【００７５】
　［表示システムの作用効果］
　実施形態の表示システム１００によれば、集中管理サーバ１は、利用者端末３のユーザ
が指定した検索対象商品に対し、当該検索対象商品が陳列されている棚に陳列されている
他の商品の情報を示す指定棚商品一覧画面を利用者端末３に表示させる。これにより、目
的の商品と同一の棚に並べられた商品を好適にユーザに認知させることができ、実店舗に
来店したときと同様の体験を提供することができる。これにより、実店舗での購入と同様
に、ユーザに同一棚での複数の商品の比較検討を可能とし、利便性を向上させると共に、
購買意欲を好適に向上させることができる。また、お気に入り棚に商品が追加された場合
には、当該お気に入り棚を登録したユーザの利用者端末３に自動通知することで、ユーザ
が実店舗に行かなくともお気に入り棚の最新情報をユーザに好適に把握させ、ユーザの興
味関心を好適に拡げることができる。
【００７６】
　［変形例］
　次に、実施形態の変形例について説明する。以下の変形例は、任意に組み合わせて上述
の実施形態に適用してもよい。
【００７７】
　（変形例１）
　集中管理サーバ１は、指定棚商品一覧画面として、ユーザが図７のステップＳ１０６で
指定した検索対象商品と同一商品を検索したユーザが購入した商品のランキングを利用者
端末３に表示させてもよい。
【００７８】
　図１６は、本変形例における指定棚商品一覧画面の表示例を示す。図１６の例では、集
中管理サーバ１は、会員情報ＤＢ１３１に含まれる検索履歴及び購買履歴に基づき、検索
対象商品「ＸＸとＹＹ」を検索したユーザが購入した商品の売上個数を商品ごとに集計し
、売上個数が上位の商品から順に表示している。図１６の例では、集中管理サーバ１は、
検索対象商品「ＸＸとＹＹ」と同一店舗（店舗ＩＤ「Ｓ０１」）かつ同一棚（棚番号「Ａ
」）に陳列された商品のランキングを生成している。
【００７９】
　この場合、集中管理サーバ１は、例えば、会員情報ＤＢ１３１の検索履歴を参照し、検
索対象商品「ＸＸとＹＹ」の商品ＩＤ「Ｃ００５８３」の検索履歴と対になった購買履歴
に記録された商品ＩＤを集計する。このとき、集中管理サーバ１は、検索対象商品「ＸＸ
とＹＹ」と同一店舗（店舗ＩＤ「Ｓ０１」）かつ同一棚（棚番号「Ａ」）に陳列されてい
る商品の商品ＩＤについて、購買履歴に記録された購入数を集計する。そして、集中管理
サーバ１は、商品ＩＤごとの集計数に基づき、検索対象商品「ＸＸとＹＹ」以外の商品を
並べた指定棚商品一覧画面を生成する。
【００８０】
　このようにすることで、集中管理サーバ１は、「ＸＸとＹＹ」を検索した人が購入する
傾向がある商品を提示し、ユーザの商品の購入意欲を好適に掻き立てることができる。
【００８１】
　また、好適には、集中管理サーバ１は、指定棚商品一覧画面の表示要求を行うユーザ（
「要求ユーザ」とも呼ぶ。）の属性と共通する属性を有する他のユーザの購買履歴に基づ
き、図１６と同様の画面を表示させてもよい。この例では、集中管理サーバ１は、会員情
報ＤＢ１３１の検索履歴を参照する際、検索対象商品「ＸＸとＹＹ」の商品ＩＤ「Ｃ００
５８３」の検索履歴を有するユーザのうち、要求ユーザと所定の属性（例えば性別、年齢
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、お気に入り棚等のいずれか）が共通するユーザの検索履歴と対になった購買履歴に記録
された商品ＩＤを集計する。この例によれば、集中管理サーバ１は、要求ユーザと共通の
属性を有する他のユーザが検索対象商品を検索した際に購入した商品のランキングを提示
することができるため、要求ユーザの購買意欲を掻き立てる商品の一覧を好適に表示する
ことができる。
【００８２】
　なお、上述した図１６の例では、集中管理サーバ１は、検索対象商品「ＸＸとＹＹ」と
同一店舗かつ同一棚に陳列された商品の売上ランキングを生成したが、これに限らず、検
索対象商品と同一店舗または同一棚の陳列商品ではない商品の売上ランキングを生成して
もよい。
【００８３】
　（変形例２）
　集中管理サーバ１は、指定棚商品一覧画面にて表示した商品と検索対象商品との同時購
入があった場合、購入に対して付与するポイントを増やしてもよい。
【００８４】
　例えば、集中管理サーバ１は、利用者端末３による指定棚商品一覧画面の表示後、検索
対象商品と指定棚商品一覧画面にて表示された任意の商品とを指定した電子商取引による
購入要求を当該利用者端末３から受信した場合、所定の購入処理を行うと共に、ポイント
の換算を行う。このとき、集中管理サーバ１は、購入要求があったそれぞれの商品の購入
に対して付与されるポイントに加えて、検索対象商品と指定棚商品一覧画面にて表示した
商品との同時購入に対するポイントの付与を行う。
【００８５】
　なお、集中管理サーバ１は、電子商取引による購入に代えて、実店舗での上記同時購入
に対しても、付与するポイントを増やしてもよい。この場合、例えば、集中管理サーバ１
は、購入商品の商品ＩＤ及び購買者が提示する会員カードから読取ったユーザＩＤ等を店
舗端末から受信したときに、当該ユーザＩＤに対応する検索履歴を参照することで、購入
商品を検索対象商品として検索した履歴があるか否か判定する。そして、集中管理サーバ
１は、購入商品の１つを検索対象商品として検索した履歴があり、かつ、検索履歴がある
商品と同時購入する商品が同一棚に陳列されていることを商品情報ＤＢ１３２の参照によ
り確認できた場合、同時購入に対するポイントの上乗せを行う。このようにすることで、
複数商品の購入を好適に促進することができる。
【００８６】
　（変形例３）
　表示システム１００が取り扱う商品は、書籍に限らなくともよい。例えば、表示システ
ム１００は、書籍に加え、又はこれに代えて、音楽や映画の再生用メディア、その他種々
の商品を取引対象としてもよい。
【００８７】
　（変形例４）
　集中管理サーバ１は、複数のサーバから構成されていてもよい。例えば、集中管理サー
バ１は、会員情報ＤＢ１３１、商品情報ＤＢ１３２、店舗情報ＤＢ１３３を記憶するサー
バと、電子商取引のための商品画面などを表示するための表示情報の生成・送信を行うサ
ーバとから構成されていてもよい。この場合、複数のサーバは、それぞれに割り当てられ
た処理に必要な情報の授受をサーバ間で行う。この場合の複数のサーバは、本発明におけ
る「管理装置」の一例である。
【符号の説明】
【００８８】
　１…集中管理サーバ
　２…通信網
　３…利用者端末
　１００…表示システム
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【図１０】 【図１１】
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